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町
で
は
介
護
等
福
祉
に

携
わ
る
人
材
の
確
保
及
び

在
宅
支
援
を
図
る
た
め
、

福
祉
に
携
わ
る
意
欲
の
あ

る
町
民
に
対
し
、
資
格
取

得
等
に
係
る
費
用
の
全
部

又
は
一
部
を
助
成
し
て
お

り
ま
す
。

◎
助
成
の
対
象
と
な
る
方

　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
方

⑴
町
内
に
住
所
を
有
し
て

い
る
方
か
つ
資
格
取
得
日

か
ら
起
算
し
て
町
内
に
３

年
間
住
所
を
有
す
る
見
込

み
の
あ
る
方

⑵
国
及
び
他
の
地
方
公
共

団
体
か
ら
の
類
似
の
助
成

等
を
受
け
て
い
な
い
方

⑶
当
該
世
帯
に
町
税
及
び

公
共
料
金
等
を
滞
納
し
て

い
な
い
方

◎
対
象
と
な
る
福
祉
資
格

⑴
介
護
職
員
初
任
者
研
修

⑵
介
護
福
祉
士
実
務
者
研

修⑶
介
護
福
祉
士

◎
助
成
金
の
額

　
福
祉
資
格
の
取
得
に

要
し
た
受
講
料
、
資
格

登
録
費
用
、
受
験
料
及

び
教
材
の
購
入
費
用
と

し
、
15
万
円
を
限
度
と

し
ま
す
。

︻
お
問
い
合
わ
せ
先
︼

　
介
護
福
祉
課

　
　
　
橋
田
　
佐
智

　
　
　
☎
62-

２
３
１
３

　
皆
さ
ま
の
地
域
で
活
動

し
て
い
る
民
生
委
員
・
児

童
委
員
は
、
厚
生
労
働
大
臣

か
ら
委
嘱
さ
れ
、
地
域
の
福

祉
を
担
っ
て
い
る
委
員
で

す
。
常
に
住
民
の
立
場
に
立

っ
て
相
談
に
応
じ
、
必
要
な

援
助
を
行
い
、
社
会
福
祉
の

増
進
に
努
め
て
い
ま
す
。

　民
生
委
員
・
児
童
委
員
の

活
動

・
地
域
の
見
守
り

・
家
庭
訪
問
・
安
否
確
認
・

生
活
状
況
の
把
握

・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

の
関
係
機
関
と
の
﹁
つ
な
ぎ

役
﹂

　
日
頃
か
ら
、
担
当
地
区
を

訪
問
し
て
、
地
域
住
民
の
安

心
や
安
全
確
保
の
た
め
の

見
守
り
活
動
を
行
っ
て
い

る
中
で
、
独
居
高
齢
者
や
生

活
面
で
の
課
題
を
抱
え
て

い
る
方
、
子
育
て
世
代
な
ど

の
ご
家
庭
の
相
談
に
応
じ

な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
福

祉
制
度
や
さ
ま
ざ
ま
な
支

援
サ
ー
ビ
ス
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
、
関
係
機
関
へ
の
つ

な
ぎ
の
役
割
を
果
た
し
て

い
ま
す
。

　
そ
の
他
に
も
、
配
食
サ
ー

ビ
ス
や
福
祉
パ
ト
ロ
ー
ル

等
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

に
も
積
極
的
に
参
加
し
て

い
ま
す
。

　
子
育
て
や
介
護
の
悩
み

や
心
配
ご
と
、
仕
事
や
家
族

関
係
の
こ
と
な
ど
、
民
生
委

員
・
児
童
委
員
に
相
談
し

た
い
と
き
は
、
直
接
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

︻
お
問
い
合
わ
せ
先
︼

　
介
護
福
祉
課

　
　
　
　
橋
田
　
佐
智

　
　
　
　
☎
62-

２
３
１
３

　
社
会
福
祉
協
議
会

 
　
　
　
　
田
上
　
昌
代

　
　
　
　
☎
55-

２
１
１
５

ご
存
知
で
す
か
？
福
祉
資
格
取
得
助
成
制
度

〜
民
生
委
員
・
児
童
委
員
は

　
　
　
　
地
域
の
皆
さ
ん
の
良
き
相
談
相
手
で
す
〜

５
月
12
日
は﹁
民
生
委
員
・
児
童
委
員
の
日
﹂で
す

　
法
務
局
で
は
、﹁
自
筆
証
書
遺

言
書
保
管
制
度
﹂
に
関
す
る
事

務
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
。
自

筆
証
書
遺
言
書
を
作
成
し
た
本

人
が
、
法
務
局
に
遺
言
書
の
保

管
を
申
請
で
き
る
制
度
で
す
。

　
本
制
度
を
利
用
す
る
と
、
遺

言
状
の
紛
失
、
改
ざ
ん
等
を
防

止
で
き
る
ほ
か
、
家
庭
裁
判
所

の
検
認
手
続
も
不
要
と
な
り
ま

す
。

　
ご
自
身
の
財
産
を
大
切
な
人

へ
確
実
に
託
す
方
法
の
一
つ
と

し
て
、
自
筆
証
書
遺
言
を
検
討

さ
れ
る
際
に
は
、
ぜ
ひ
本
制
度

を
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
法
務
省
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

お
近
く
の
法
務
局
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
企
業
・
各
種
団
体
・

グ
ル
ー
プ
を
対
象
と
し
て
、
本

制
度
に
関
す
る
﹁
主
張
説
明
会
﹂

も
実
施
し
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

︻
お
問
い
合
わ
せ
先
︼

高
知
地
方
法
務
局
須
崎
支
局

☎
０
８
８
９-

42-

０
３
７
４

高
知
地
方
法
務
局
供
託
課
　

☎
０
８
８-

８
２
２-

３
３
３
１

︵
出
張
説
明
会
お
問
い
合
わ
せ
先
︶

預
け
て
安
心
！

　
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度


